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議案第８８ 号 専決処分の承認を求めることについて

議案第８９ 号 白河市税条例等の一部を改正する条例

議案第９０ 号 白河市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関す
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議案第９３ 号 白河市しらかわ観光ステーション条例
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報告第 ２ 号 令和３年度白河市継続費繰越しの報告について

報告第 ３ 号 令和３年度白河市繰越明許費繰越しの報告について

報告第 ４ 号 令和３年度白河市事故繰越繰越しの報告について

報告第 ５ 号 令和３年度白河市水道事業会計予算の繰越しの報告について

報告第 ６ 号 令和３年度白河市下水道事業会計予算の繰越しの報告について
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令和４年６月市議会定例会議案要旨

議議案第８８ 号 専決処分の承認を求めることについて

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世

帯の生活を支援するため、緊急に予算措置が必要となったことから、地方自治

法第１７９条第１項の規定により令和４年度白河市一般会計補正予算（第３

号）を専決処分したので、同条第３項の規定により議会に報告し、承認を求め

ようとするものであります。

議案第８９ 号 白河市税条例等の一部を改正する条例

地方税法等の一部改正に伴い、市民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期

間を延長するなど、所要の改正を行うものであります。

議案第９０ 号 白河市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関す

る条例の一部を改正する条例

地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者であって、

特別償却設備の新設等を行った者に対する固定資産税の減免対象期間を延長す

るなど、所要の改正を行うものであります

議案第９１ 号 白河市東日本大震災による被災者に対する市税等の減免に関する条例の一部を

改正する条例

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示等の対象区域か

ら避難をしている方の国民健康保険税及び介護保険料の減免対象年度を延長す

るため、所要の改正を行うものであります。

議案第９２ 号 白河市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

地方税法施行令の一部改正に伴い、基礎課税額の限度額を引き上げるなど、

所要の改正を行うものであります。

議案第９３ 号 白河市しらかわ観光ステーション条例

観光資源の活用を図る拠点として、観光情報等の発信や地元産品の紹介等を

行うことにより、地域の活性化及びまちなかの賑わい創出に寄与するため、こ

の条例を制定するものであります。

議案第９４ 号 白河市旧小峰城太鼓櫓条例

市指定重要文化財である建造物を保存し、市民の郷土の歴史に対する認識を

深めるとともに、その活用によって市民文化の向上に寄与するため、この条例

を制定するものであります。

議案第９５ 号 令和４年度白河市一般会計補正予算（第４号）

(1) 歳入歳出予算の補正

歳入歳出補正総額は４９１，３１３千円増額となり、歳入歳出予算総額は

２９，４００，３５６千円となりました。
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款別補正の内訳は、次のとおりであります。

歳入については、国庫支出金３６１，０４０千円、県支出金７，８５４千円、

繰入金８５，５１９千円、諸収入２，８００千円、市債３４，１００千円をそ

れぞれ増額補正するものであります。

歳出については、民生費１５９，６９３千円、衛生費１４９，４２４千円、

農林水産業費３３，４４３千円、土木費１０８，４６５千円、消防費２，５１６

千円、教育費３２，７５７千円、災害復旧費３１，４９１千円をそれぞれ増額

補正し、総務費２６，４７６千円を減額補正するものであります。

歳出補正の主なものは、次のとおりであります。

複合施設整備事業 ▲２６，４７６千円

住民税非課税世帯等特別支援事業 １４６，６９３千円

地域子育て支援拠点事業 ６００千円

保育園運営費 ７，０００千円

放課後児童クラブ運営費 ５，４００千円

新型コロナウイルス感染症予防対策事業 １４９，４２４千円

農業用施設維持管理事業 ３３，０００千円

道路改良事業（交付金） １０７，７５３千円

消防団運営事業 １，７１６千円

ＩＣＴ教育環境整備事業（小学校） １５，５０９千円

ＩＣＴ教育環境整備事業（中学校） １３，３４７千円

幼稚園一般管理費 ３，９０１千円

社会教育施設補助災害復旧事業（現年災） ２８，１２１千円

社会教育施設単独災害復旧事業（現年災） ４９４千円

多世代交流センター単独災害復旧事業（現年災） １，０８９千円

消防施設単独災害復旧事業（現年災） １，７８７千円

(2) 債務負担行為の補正

事業の変更に伴い、債務負担行為を変更するものであります。

(3) 地方債の補正

事業の追加及び変更に伴い、地方債の追加及び限度額の変更をするものであ

ります。

報告第 １ 号 法人の経営状況について

地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、市が出資している白河地方

土地開発公社、公益財団法人白河観光物産協会、株式会社ひがし振興公社及び

一般社団法人産業サポート白河の経営状況を説明する書類を議会に提出するも

のであります。

報告第 ２ 号 令和３年度白河市継続費繰越しの報告について
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（仮称）物産交流センター整備事業及び白河第二中学校建設事業に係る継続

費において、令和３年度内に支出が終わらなかったものがあるので、逓次繰り

越して使用するため、地方自治法施行令第１４５条第１項の規定により、継続

費繰越計算書により議会に報告するものであります。

報告第 ３ 号 令和３年度白河市繰越明許費繰越しの報告について

地方自治法施行令第１４６条第１項の規定により、令和３年度白河市一般会

計予算の繰越明許費に係る歳出予算の経費を令和４年度へ繰り越したので、同

条第２項の規定により、繰越明許費繰越計算書により議会に報告するものであ

ります。

報告第 ４ 号 令和３年度白河市事故繰越繰越しの報告について

地方自治法施行令第１５０条第３項の規定により、令和３年度白河市一般会

計予算の事故繰越に係る歳出予算の経費を令和４年度へ繰り越したので、同令

第１４６条第２項の規定により、事故繰越繰越計算書により議会に報告するも

のであります。

報告第 ５ 号 令和３年度白河市水道事業会計予算の繰越しの報告について

報告第 ６ 号 令和３年度白河市下水道事業会計予算の繰越しの報告について

上２報告については、地方公営企業法第２６条第１項の規定により、令和３

年度白河市水道事業会計予算及び令和３年度白河市下水道事業会計予算の経費

のうち、年度内に支払義務が生じなかったものがあるので、それぞれ令和４年

度へ繰り越して使用するため、同条第３項の規定により、繰越計算書により議

会に報告するものであります。


